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悪
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変状等の発生
の有無

対象とする
ゲート設備
の機能低下

Ａ
異常なし

目視できる変状がない、または目視できる軽微な変状が確認されるが、
構造物の機能に支障が生じてない状態。

無
もしくは
軽微有

無

Ｂ
要監視
段階

目視できる変状が確認されるが、構造物の機能に支障は生じていない状態。
進行する可能性のある変状が確認され、経過を監視する必要がある状態。
目視点検では評価が困難であり、詳細調査を必要とする状態。

有
(進行性)

無

Ｃ
予防保全

段階

構造物の機能に支障は生じてないが、予防保全の観点から措置を行うことが
望ましい状態。

有 無

Ｄ
措置段階

構造物の機能に支障が生じている状態。
措置（補修又は更新）が必要な状態。

有 有

【健全度】

健全度 変状等の程度

大分県 河川管理施設長寿命化計画（樋門・樋管編）

大分県が管理する河川の堤防区間内に存する樋門・樋管は、935基。
近い将来、ほとんどが更新期（40年以上経過）を迎え、約３割は機能に支障が生

じており、今後、維持修繕・更新の費用の増大が懸念。

河川管理施設（樋門･樋管）の高齢化と機能劣化

定期点検は、出水期前に1年に1回以上実施。
点検結果に基づき評価した健全度と、機能不全時の社会的影響を踏まえた重要

度区分から、施設の更新･整備の優先度を決定。

樋門・樋管の更新･整備の優先度
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細目 判断基準

治水機能を有する施設の内、機能低下により浸水が想定される地域(浸水地
域)に、被害の影響が大きい施設を有する

ⅠA
浸水地域に、家屋（事業所）が多数、又は、
公共施設等のライフラインに影響する施設を有する

家屋（事業所）浸水＝5棟以上
公共施設等＝有

ⅠB 浸水地域に、家屋（事業所）が数戸有する 家屋（事業所）浸水＝1～5棟

ⅠC 浸水地域に、家屋（事業所）はなく、唯一の避難路が冠水する施設
家屋（事業所）浸水＝0棟
避難路冠水＝有

治水機能を有してない利水設備
※ただし、日常生活のライフライン等の遮断等に係わるものはレベルⅠとする

上水、工水等、社会生活に影響を及ぼす
利水施設

レベルⅠ・Ⅱ以外の施設の内、機能低下により浸水が想定される地域（浸水
地域）に、人命、公共施設等のライフライン、避難路等が存しない。

家屋（事業所）浸水＝0棟
避難路冠水＝無
耕地浸水＝有

【重要度区分】

重要度

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

戦略的な維持管理《事後保全型から予防保全型への転換》

①早期に対策が必要な施設の補修
等を実施するため、初期に費用は
かかるが、その後は予防保全型の
維持管理により予算が平準化。

②将来的に補修等の時期が集中せ
ず、適切な維持管理が可能となるこ
とで、施設の機能が持続的に発揮。

長寿命化計画

長寿命化計画では、更新・補
修の優先度から保全事業計画を
策定、更新・補修の実施、更新
履歴等の情報の蓄積と整理、評
価の見直しといったメンテナン
スサイクルを構築。
更新・補修の時期を事前に把

握することにより、効率的・効
果的な維持管理を行い、費用の
平準化・低減を図ることを目的
とする。
長寿命化計画は運用しながら

「計画の評価・見直し」を行う。


